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新年あけましておめでとうございます。
平成 年の新春を迎え、会員の皆様のご健勝とご多幸を心からお祈り申し上げます。

顧みますと、昨年は、 月に関東・東北豪雨があり、茨城、栃木、宮城県で 人死亡、茨城
県常総市では鬼怒川の堤防が決壊し、大きな災害となり生命や財産に甚大な被害をもたらし
ました。被災地の早期の復興を期待します。こうした中、国産初のジェット旅客機「 （三
菱リージョナルジェット）」が初飛行に成功し、また、ノーベル賞では、物理学賞、生理学・
医学賞で二人の日本人が受賞しました。岐阜県内では、長良川上中流域の「清流長良川の鮎」
が世界農業遺産に認定されるなど、夢と希望を与えてくれる年でもありました。
当協会としましては、 月、 月から 月に美濃加茂市の不法投棄産業廃棄物の撤去奉仕
活動を協会員各位、青年部を中心に地元自治会、県、市等の協力を得て行い、岐阜県知事感
謝状を頂いたところであります。
一方、日本経済に目を転じますと国内の景気は、緩やかな回復基調といわれているところ
でありますが、産業廃棄物の業界においては、回復基調までには至っていない状況でありま
す。日本の産業界が大きく発展し、その産業界の発展の中で私たちの業界も発展するという
年になってくれることを願っております。
地球温暖化対策の国際会議（ ）は、 月に京都議定書以来 年ぶりに新たな枠組み

「パリ協定」を採択しました。発展途上国を含む全ての国が協調して温室効果ガス削減に取り
組むという画期的なことであります。今後どう取り組みを進めていけるかが課題となり、私
たち産業廃棄物処理業界も、低炭素化社会の実現に向け一層努力することが望まれるところ
です。また、今年は、産業廃棄物処理法の改正が本格的に検討される年になるようであり、
当協会も会員の皆様から頂いた意見をとりまとめて「産業廃棄物処理法の見直しに関する意
見」として全国産業廃棄物連合会へ提出したところで、その動向には最大限の注意をはらっ
ていく必要があります。
産業廃棄物処理業界の課題に「優良産廃処理業者認定制度」の運用があります。この制度は、
優良な産廃処理業者が優遇措置を受けたり、排出事業者が優良な産廃処理業者を選択しやす
くなったりすることで産業廃棄物処理業全体の優良化を進めようとするものです。産業廃棄
物の適正処理を推進している当協会としましては、「優良産廃処理業者認定制度マニュアル
の作成配付」、「エコアクション のグリーン化プログラムの実施」、「当協会のホームページ
を活用した事業情報の公表」などを行っているところであり、この制度の普及について一層
努力する所存であります。
最後になりましたが、本年も会員の皆様を始め関係各位の一層のご支援ご協力をお願い申
し上げ、新年のご挨拶と致します。
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理事長 粥 川 長 司
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年頭に当たり、皆様のご健勝とご隆盛をお祈り申し上げ

ます。本年も協会の運営にご支援、ご協力を頂きますよう

お願いします。

平成 年元旦
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新年あけましておめでとうございます。

一般社団法人岐阜県産業環境保全協会の皆様には、日頃より、産業廃棄物の適正処理及び

再生利用の推進に格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、県では、今春を目途として環境施策に関する新たな計画の策定を進めています。

その一つは、県の環境施策の基本的な指針となる「第 次環境基本計画」です。山紫水明の

地「清流の国ぎふ」の大自然の素晴らしさを一人ひとりが再認識し、環境を守り、未来につな

いでいくための取組みを盛り込みながら、特に、廃棄物関係では、排出抑制や適正処理、再

資源化といった、 （リデュース、リユース、リサイクル）の取組みを推進し、資源が循環

される社会を築いてまいりたいと考えています。

また、大規模災害により発生する廃棄物の処理指針となる「災害廃棄物処理計画」の策定も

進めています。貴協会におかれましては、本県と平成 年度に締結した「地震等大規模災害

時における災害廃棄物処理等の協力に関する協定」に基づき、災害廃棄物の撤去や収集・運

搬、処分に関して協力をいただいているところでございますが、この計画の策定を契機とし

て、貴協会との連携を一層密にしながら、災害時における迅速・的確な対応に努めてまいり

たいと考えています。

県としましては、二つの計画の策定・推進により、これまで以上に廃棄物の適正処理と資

源循環社会の形成に取り組んでまいりますので、皆様のご理解とご協力をいただきますよう

お願い申し上げます。

最後になりましたが、貴協会の益々のご発展と、今年一年が会員の皆様にとって、よい年

でありますよう祈念いたしまして、新年の挨拶とさせていただきます。
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あ い さ つ

新年のごあいさつ
岐阜県環境生活部長

安 福 正 寿



あけましておめでとうございます。平成 年の新春を迎え、一言、ご挨拶申し上げます。

一般社団法人岐阜県産業環境保全協会の皆様におかれましては、日頃より産業廃棄物処理

行政の推進に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

わが国では、年間約 億 千万トンという膨大な量の産業廃棄物が排出されていますが、

近年は穏やかながら減少傾向にあります。あわせて、産業廃棄物を確実に処理・処分すると

ともに、資源を回収・再生利用し、環境と経済が調和した資源循環型社会構築への取り組み

の流れも定着してきました。このような中、貴協会におかれましても「産業の発展と良好な

生活環境の保全」を掲げ、排出事業者と処理業者が一体となって良好な廃棄物処理体制の構

築に多大なる貢献しておられることに、心から敬意を表する次第であります。

また、モノづくりやサービスの提供に関わる産業が経済の動脈であるのに対し、産業廃棄

物処理業は静脈産業と言われています。どちらも健全な社会を維持・発展させていくために

欠かせないものであり、廃棄物が適正に処理されない場合の社会的・経済的損失は甚大なも

のがあります。

不適正処理の中でも市民生活との関わりが深いのが不法投棄であります。昨年、貴協会が

中心となって美濃加茂市内の不法投棄現場で、廃棄物の撤去作業を実施されました。多くの

協会員の皆様が地元自治会などと協力し、ボランティアで撤去作業が行われたことが新聞で

も大きく取り上げられ、産業廃棄物業界に明るい話題を提供することになりました。地域の

良好な生活環境の回復に大きな貢献をされた取り組みを、行政の立場からも大変心強く思い

ます。

本市としましても、排出事業場や処理施設をくまなく監視するなど、廃棄物の不適正処理

の防止や保管状況の改善などに向けた取り組みに注力しているところでありますが、今後も、

パトロールや排出事業者および処理業者への指導を継続・徹底してまいります。

最後に、これからも皆様方とともに、産業廃棄物の適正処理の推進と循環型社会の構築に

向け鋭意取り組んでまいりますので、業界としてもその責務と役割を十分に認識され、廃棄

物行政への一層のご協力をお願いするとともに、貴協会の益々のご発展を心よりお祈りいた

しまして、新年のご挨拶とさせていただきます。
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あ い さ つ

新年のごあいさつ
岐阜市環境事業部長

林 俊 朗
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行政ニュース

含有電気機器を保管 使用していませんか
岐阜県環境生活部廃棄物対策課

（ポリ塩化ビフェニル）を含有する廃棄物については、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正

な処理の推進に関する特別措置法（以下、「 特措法」という。）に基づき、国が定める期間ま

でに適正な処理が完了するように周知・指導等を進めているところです。岐阜県内に保管されて

いる高濃度 廃棄物（トランス、コンデンサ等）については、愛知県豊田市にある、中間貯蔵・

環境安全事業株式会社（ ）豊田 処理事務所で処理を行っていますが、平成 年

月現在、届出済み分の ％まで処理が完了しています。

廃棄物の保管事業者からは、 特措法に基づき前年度の 保管状況等について

翌年 月までに報告していただきますが、毎年、何件かの新たな 廃棄物が届出されます。

使用していた 含有の電気機器を取り替えたことにより、新たに 廃棄物になったもの

や、倉庫内などを片づけた際に見つかったりする場合があります。

処理完了期限までに適正な処理を完了させるためには、 廃棄物及び、将来、廃棄物とな

る使用中の 含有電気機器を把握することが必要です。

廃棄物の処理については、環境省のホームページからパン

フレット類がダウンロードできます。

（ ）

右機器の例示写真は、環境省のパンフレットより転記

含有の有無を判定する方法

トランス・コンデンサ等

トランス・コンデンサ等の銘版に記載されているメーカー、型

式、製造年月等の情報から判別できます。

詳細はメーカーに問い合わせるか、（一社）日本電気工業会の

ホームページを参照してご確認ください。

（ ）

岐阜県内の 廃棄物の処理体制は下記の表のとおりです。

廃棄物の種類
高圧トランス、廃 等
（高濃度 廃棄物）

安定器等
（高濃度 廃棄物）

低濃度 廃棄物

処理施設 豊田事業所 北九州事業所 無害化処理施設

処理完了期限 平成 年 月 平成 年 月 平成 年 月

低濃度 廃棄物 濃度が を超え 以下のもの
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行政ニュース

安定器

安定器の銘版に記載されているメーカー、型式・種別、性能（力

率）、製造年月等の情報から判別できます。

詳細はメーカーに問い合わせるか、（一社）日本照明工業会の

ホームページを参照してご確認ください。

（ ）

事業者に課せられる規制

保管及び処分の状況の届出

廃棄物を保管している事業者は、毎年度、前年度における 廃棄物の保管及び処

分の状況に関して知事（岐阜市は市長）に届け出なければなりません。

譲り渡し及び譲り受けの制限

廃棄物を譲り渡し、又は譲り受けてはいけません。

承継

事業者について相続、合併または分割により事業者の地位を承継する者は、その承継があっ

た日から 日以内に、その旨を知事（岐阜市は市長）に届け出なければなりません。

適正な保管

廃棄物の保管にあたっては、廃棄物処理法に基づく「特別管理産業廃棄物保管基準」に

従い、飛散・流出・地下浸透・悪臭発生の防止のために必要な措置を講じなければなりませ

ん。

使用中の電気機器について

使用中の電気機器に が含まれていることが確認された場合は、電気事業法（電気関係

報告規則）に基づき、判明後遅滞なく所管する産業保安監督部に 含有電気工作物の使用

に関する届出を行ってください。

現在使用中の機器についても、将来 廃棄物となった場合に、その処理の期限は上記の

とおりですので、計画的に機器の更新を行い、適切な処理を行ってください。

使用または保管されているトランス、コンデンサ、蛍光灯用安定器には、 が含ま

れているかもしれません。 含有の有無をメーカー等に確認して判別し、 が

含まれている機器等については、必要な手続きを行い適正に処理してください。



岐阜地域環境室からのお知らせ
岐阜県環境生活部岐阜地域環境室

年 月 日に「ぎふ清流文化プラザ」がオープンしました。場所は岐阜市学園町で、岐阜メ

モリアルセンターの西側です。県民文化ホール未来会館が生まれ変わり、文化施設と運転教育施

設の つの機能をあわせ持つ施設で、子ども、若者など次世代の文化芸術の担い手を育成し、県

民参加による新たな文化を創造するための拠点、障がい者の文化芸術活動の拠点をコンセプトと

しています。館内には、約 人収容の長良川ホールのほか、練習室、子育て支援スペース、セ

ミナー室等が設けられています。 階、 階には岐阜運転者講習センターがあり、運転免許証の

更新等の手続きが行われます。施設の利用などにつきましては、ぎふ清流文化プラザ（

）へお問い合わせください。

このぎふ清流文化プラザの 階及び 階の庭園の一部は、間伐材・小径材を使用した木製品

ウッドチップで舗装されています。同プラザをご利用の際にはぜひ散歩してみてください。舗装

表面は木材チップで、適度な弾力性があって滑りにくく、耐腐食性で透水性に富み、せせらぎが

流れる森林を歩いている気分に浸れます。

県では、リサイクル製品の利用促進を図るため、主として県内で発生する循環資源を使用し、

県内で製造されるリサイクル製品を「岐阜県リサイクル認定製品」として認定し、リサイクル製品

の消費拡大を図るとともに、県事業において優先的に使用していくこととしています。ご紹介し

たウッドチップによる舗装も、岐阜県リサイクル認定製品（以下「認定製品」という。）の一つです。

舗装材の素材としては、伐採木や剪定枝の他に、陶磁器くずを使用したものもあります。

平成 年度データによると、認定製品の県調達状況は、おおよそ 億 千万円で、調達金額の

多いものから順に、再生土木資材、緑化基盤材、汚泥活用土壌改良剤、古紙 ％トイレットペー

パーとなっています。再生土木資材としては、舗装材の他に、溶融スラグ、ガラスくず又は陶磁

器くずを使用したコンクリート二次製品（ブロック等）、陶磁器くずを使用した再生砂等がありま

─ ─

地 域 だ よ り
岐阜県・現地機関ニュース

階庭園の外観 舗装表面の状況



す。緑化基盤材は、木くず、汚泥等を使用して製造されます。

岐阜地域（岐阜市を含む。）で製造されるものを以下に紹介します。認定製品の古紙 使用ト

イレットペーパーを製造する事業者は県内に 業者ありますが、そのうち 業者が岐阜地域にあ

ります。また、間伐材・小径材を使用した木製品（パーテーション、河川のワンド形成用製品、ロッ

カー下足箱等）を製造する事業者が 業者あり、他に廃プラスチック再生品、緑化基盤材、上水

道の汚泥を活用した土壌改良材、溶融スラグを使ったコンクリート二次製品を製造する事業者が

あります。

の推進のため、リサイクル製品の利用にご理解、ご協力をお願いします。

─ ─

地 域 だ よ り
岐阜県・現地機関ニュース

岐阜地域に製造所がある岐阜県リサイクル認定製品（委託製造を含む）

認定番号 品目 製品名 製造者 再生原材料

古紙 ％トイレットペーパー 各種トイレットペーパー 河村製紙 古紙

古紙 ％トイレットペーパー 各種トイレットペーパー 中村製紙 古紙

廃プラスチック再生品 擬木「プラウッド」 リス興業 廃プラスチック（ 、 ）

間伐材・小径材を使用した木製品 ウッドミックス 岐阜県森林組合連合会 木材チップ

緑化基盤材 エコ・グリーン堆肥 他 自然応用科学 剪定枝刈草木くず伐採木

間伐材・小径材を使用した木製品 ビオクロス 井納木材 間伐材

間伐材・小径材を使用した木製品 お魚のゆりかご 井納木材 間伐材

汚泥活用土壌改良材 ソイルミックス改良材 トークレー 上水道汚泥

間伐材・小径材を使用した木製品 パーテーション 親和木材工業 間伐材

間伐材・小径材を使用した木製品 組合せウッドデッキ 親和木材工業 間伐材

間伐材・小径材を使用した木製品 ウッドフェンス 親和木材工業 間伐材

再生土木資材 トーカイ箱形ヒューム管 東海ヒューム管 溶融スラグ

廃プラスチック再生品 ステップ リス興業 廃プラスチック（ 、 ）

間伐材・小径材を使用した木製品 ロッカー・下足箱 日本住宅パネル工業協同組合 間伐材・小径材

・平成 年 月末現在
・詳細は県 参照（ ）



「環境と調和した地球にやさしいまち」を目指して

高山市長 國 島 芳 明

一般社団法人岐阜県産業環境保全協会並びに協会員の皆様におかれましては、日々の産業廃棄

物の適正処理をはじめとする環境行政に対しまして、格別のご尽力を賜り厚くお礼申し上げます。

高山市は、岐阜県の北部、飛騨地方の中央に位置し、平成 年 月に周辺 町村と合併して日

本一広い市となってから 年が経過し、現在の人口は、約 万 千人です。

広大な市域のうち、約 ％は森林で占められ、多くの山や川、渓谷、峠などによって、大き

な変化に富んだ地形となっており、豊かな自然環境を有しています。

近年、人口減少・少子高齢化社会の到来、経済のグローバル化、環境やエネルギー問題の顕在

化など市を取り巻く社会経済情勢に大きな変化の波が押し寄せています。

こうした社会情勢のなかで、ますます多様化・複雑化する市民ニーズや行政課題に対応するた

め、平成 年度から 年間のまちづくりの指針となる第八次総合計画を策定しました。

この計画では、「人・自然・文化がおりなす 活力とやさしさのあるまち 飛 高山」を将来像

に掲げ「環境と調和した地球にやさしいまち」を目指すまちの姿の一つとしています。

主な取り組みとして、地球環境分野では、自然環境の保全と活用、自然とふれあう空間の創出、

生物多様性の保全、低炭素社会の形成、自然エネルギーを活かしたまちづくり、環境にやさしい

人づくりに取り組むこととしており、生活環境分野では、公衆衛生環境の確保、公害対策の強化、

資源循環型社会の構築、ごみの適正処理に取り組むこととしています。

特に廃棄物処理関連では、家庭などから排出されるごみの減量化の推進、リフォーム製品フェ

アやフリーマーケットの開催などによる再使用の推進、小型家電の分別収集や集団資源回収の奨

励などによる再生利用の推進を図ります。

また、既存のごみ処理施設の適切な維持管理などによる適正な処理に努めるとともに、新たな

ごみ焼却施設の整備を進めることとしています。

このような取り組みによる、地域の特性を活かした循環型社会の形成を推進することによって、

地域活力の向上につながり、持続可能な地域再生へのアプローチにもなると認識しています。

廃棄物の適正処理など環境行政の推進につきましては、行政による取組みだけでなく、市民、

事業者の皆様のご理解、ご協力が不可欠であり、特に貴協会の皆様方におかれましては、この分

野で重要な役割を果たしていただいております。

今後とも、廃棄物行政に対するお力添えをお願いするとともに、貴協会の益々のご発展と協会

員の皆様のご健勝とご多幸を心からご祈念申しあげます。

─ ─

シ リ ー ズ

わがまちの環境保全と対策



（中日新聞 平成 年 月 日）

（岐阜新聞 平成 年 月 日）

（建通新聞 平成 年 月 日）

（一社）岐阜県産業環境保全協会

知事表彰（感謝状）受賞
平成 年 月と 月から 月に、延べ 日

に渡って実施した美濃加茂市内における不適

正処理産業廃棄物の撤去協力（ 号、 号

既報）に対して、地域環境の改善等に貢献し

たとして、知事から感謝状を頂きました。

平成 年 月 日に岐阜県庁で贈呈式が行

われ、粥川理事長、鈴村副理事長、丹羽副理

事長、堀理事、長谷部専務理事が出席して安

福正寿環境生活部長から知事感謝状を受領し

ました。

─ ─

協 会 だ よ り

感謝状の受領

知事感謝状



理事会の開催
平成 年度第 回理事会が、平成 年 月

日 に「ホテルリソル岐阜」で開催されまし

た。

最初に報告事項として次のことが報告され

ました。

会議報告

（公社）全国産業廃棄物連合会平成 年

度第 回中部地域協議会専務理事会議

（ 月 日開催）

第 回産業廃棄物と環境を考える全国

大会（ 月 日開催）

委員会報告

総務委員会

労働安全衛生研修会（ 月 日開催）

結果

労働安全衛生ポスターの配付

産廃手帳の配付

研修指導委員会

先進処理施設等視察研修会（ 月

日開催）結果

産業廃棄物関係法令等研修会（ 月

日開催）結果

産業廃棄物処理関係講習会（ 月

日 日、 月 日受講）結果

広報編集委員会

平成 年度第 回委員会（ 月 日

開催）の審議

協会報「ぎふ環境保全」第 号の編

集方針

協会カレンダー（平成 年版）について

協会報「ぎふ環境保全」第 号の発行

協会カレンダー（平成 年版）の作成

配付

適正処理委員会

巡回指導・パトロールの実施結果

岐阜地域 月 日、飛 地域

月 日

青年部会報告

役員会（ 月 日、 月 日、 月

日開催）

県外施設見学会（ 月 日から 月

日開催）結果

岐阜市まるごと環境フェア（ 月

日参加）ブース出展結果

次に、連絡事項として次のことについて資

料に基づき説明され承認されました。

廃棄物処理法の見直しに関する意見に

ついて

人材育成関連調査について

理事の退任について

知事感謝状の受領について

会員の状況について

委員会の開催
平成 年 月 日 に第 回広報編集委員

会を開催し、「協会報第 号の編集方針」と

「 年版カレンダーの作成」について協議を

行いました。

─ ─

協 会 だ よ り

第 回理事会



総務委員会の活動
労働安全衛生研修会の開催

平成 年 月 日 に、「労働安全衛生研

修会」を岐阜市内の「ホテルグランヴェール岐

山」で開催しました。

研修会は、「最近の労働災害の傾向等（災害

事例を含む）」、「作業手順書の作成と生かし

方」、「作業手順書の作成（グループ演習）」に

ついて講義と演習の方法で行われました。作

業手順書の作成については演習方式で行われ

たこともあって、受講者も参加意識の高い研

修会となりました。講師は、中央労働災害防

止協会中部安全衛生サービスセンターの野口

正明氏にお願いしました。受講された 名の

方々には、中央労働災害防止協会から「修了

証」が授与されました。

研修指導委員会の活動
産業廃棄物関係法令等研修会の開催

平成 年 月 日 に、「産業廃棄物関係

法令等研修会」を岐阜市内の「ホテルグラン

ヴェール岐山」で、 「平成 年度全国廃棄

物・リサイクル行政課長会議資料から」と

「電子マニフェスト制度について」の二つの

テーマで研修会を開催しました。

については岐阜県廃棄物対策課の永井課

長補佐兼産業廃棄物係長にお願いし につい

ては当協会の長谷部専務理事が研修を行いま

した。

研修内容は、プロジェクターを使い、「全

国廃棄物・リサイクル行政課長会議資料か

ら」では 移動式がれき類破砕施設に係る手

続きについて 廃棄物処理基本計画に

ついて 優良産廃処理業者認定制度について

を分かりやすく説明していただきました。

また、「電子マニフェスト制度について」で

は、電子マニフェストの仕組みと運用につい

て、電子マニフェストは紙マニフェストと比

較すると事務処理の効率化や法令遵守の徹底

が図れることなどをわかりやすく説明をして

いただきました。

研修会には、 名の会員が参加しました。

─ ─

協 会 だ よ り

労働安全衛生研修会講義

労働安全衛生研修会演習

法令等研修会



適正処理委員会の活動
巡回指導・パトロールの実施

巡回指導事業は、会員企業の事業所を訪問

し、産業廃棄物処理の状況をお聞きしたり、

施設等を確認させていただくことにより、協

会員の信頼性を向上させていくこと等を目的

に、適正処理委員会が毎年実施しているもの

です。今年度は岐阜地域と飛 地域で実施し

ました。また、巡回指導に合わせ、パトロー

ル事業として不法投棄事案のある現地調査等

を行ったほか、当該地域の関係行政機関を訪

問し、情報交換等を行いました。

【岐阜地域】 月 日

参加委員 堀義博委員長、杉下武夫副委員

長、纐纈和人委員、河野勝二委員、

木雅浩委員

訪問先及び結果

野々村商店

瑞穂市牛牧地内で、廃プラスチック類の

中間処理を行っておられる事業所を訪問し

ました。野々村代表取締役から、会社の概

要と業務内容について説明を頂き、別にあ

る施設内で廃プラスチック類の受け入れ

や、中間処理作業などを行う工程を見学さ

せていただきました。

タカイ商事

岐阜市則松地内において、焼却、脱水、

破砕処理等の方法で中間処理を行っておら

れる事業所を訪問しました。最初に、 井

常務取締役から会社の概要等について説明

を頂いた後、敷地内の焼却、脱水、中和、

破砕処理施設を見学させていただきまし

た。

岐阜市北部地区産業廃棄物不法投棄事案の

視察

岐阜市との意見交換に先立ち、岐阜市椿

洞区域の不法投棄事案を視察しました。当

事案について、発覚以後の現場状況と対応、

特定支障除去事業の概要、そして現在の状

況等について説明を受け、確認したいこと

─ ─

協 会 だ よ り

野々村商店の訪問

タカイ商事 の訪問

岐阜市北部地区の不法投棄事案視察



などをお聞きしながら現地の視察を行いま

した。

岐阜市役所産業廃棄物指導課との意見交換

桂川産業廃棄物指導課長を始め、同課職

員との意見交換・情報交換を行いました。

最初に、同課長からは管内における産業廃

棄物の不適正処理防止対策とその状況につ

いて説明を受けました。その後、行政側と

委員側とのそれぞれの立場から、マニフェ

ストの検査、新施設への更新、県との協力

体制などについて意見交換を行いました。

不適正処理事案として県から改善命令が出

されている現場調査

羽島市上中町地内で、建設系廃棄物や残

土を放置している現場で、岐阜県から改善

勧告を受けているにも拘わらず撤去が進ん

でいない状況を、県廃棄物対策課の川田課

長補佐等から説明を受けました。

【飛 地域】 月 日

参加委員 堀義博委員長、杉下武夫副委員

長、 木雅浩委員

訪問先及び結果

奥飛 建材

高山市上宝町地内で、ガラス等くず、が

れき類の中間処理を行っておられる事業所

を訪問しました。森本取締役から、会社の

概要と業務内容について説明を頂き、施設

内でがれき類の受け入れや、中間処理作業

などを行う施設を見学させていただきまし

た。

飛 県事務所環境課との意見交換

勝野環境課長を始め同課職員との意見交

換・情報交換を行いました。最初に、同課

職員から管内における産業廃棄物の不適正

処理対策の現状について、その組織や監視

活動の説明を受けました。その後、行政側

と委員側とのそれぞれの立場から、管内に

おける電子マニフェストの状況や立ち入り

─ ─

協 会 だ よ り

岐阜市産業廃棄物指導課との意見交換

羽島市上中町地内の不適正処理現場での調査

奥飛 建材の訪問



検査の状況などについて意見交換を行いま

した。

青年部会の動向
役員会

平成 年度第 回 第 回の役員会を 月

日、 月 日、 月 日に開催し、岐阜市

まるごと環境フェア、年末勉強会及び懇親会、

未来人の発行、部会員の加入承認等について

協議をしました。

県外施設見学会の実施

平成 年 月 日から 日に県外施設見学

会を行いました。今年は、福井市内の株式会

社吉勝重建を見学しました。青年部会員 人

が参加しました。

岐阜市まるごと環境フェアへのブース出展

「環境と調和する人にやさしい都市岐阜」の

実現を目指す市民参加型イベント「第 回岐

阜市まるごと環境フェア」が 月 日 に岐

阜市内のみんなの森「ぎふメディアコスモス」

で開催され、青年部会はここにブース出展を

行いました。ブースには、当協会員のリサイ

クル活動を表示したフロー図パネルと再生原

料のサンプルを展示したほか、子供向けの

スーパーボールすくいコーナーを設けまし

た。ブース来場者には、「トイレットペーパー

（協会名ステッカー付き）」を配付しました。

年末勉強会・懇親会

平成 年 月 日 に伏屋社会保険労務士

事務所の人事課長加藤和範氏を講師に招き、

「マイナンバー制度について」の年末勉強会を

開催しました。

この勉強会は平成 年 月からマイナン

バーが配付され逐次利用されることとなって

いることから行ったものです。勉強会には部

会員 名が参加しました。

（公社）全国産業廃棄物連合会

産業廃棄物と環境を考える全国大会
平成 年 月 日 に、（公社）全国産業廃

棄物連合会、（公財）日本産業廃棄物処理振興

センター、（公財）産業廃棄物処理振興財団の

共催による「第 回産業廃棄物と環境を考え

る全国大会」が、佐賀県佐賀市内の「ホテル

ニューオータニ佐賀」で開催されました。こ

の大会は、行政担当者、事業者、学識経験者

など各界の関係者が循環型社会の構築に向け

た挑戦や展望を一緒に考えることを目的に開

催されているもので、今年は「産業廃棄物処

理と海外展開・海外事情」をテーマとした基

調講演や、「大規模災害に備える災害廃棄物

対策」をテーマとしたパネル討論会が行われ

ました。

また、大会の冒頭では「平成 年度循環型

社会形成推進功労者等環境大臣表彰（産業廃

棄物関係事業功労者）」が行われましたが、今

回は当協会からの受賞者は該当ありませんで

した。

中部地域協議会

平成 年度第 回専務理事会議
平成 年度 月 日 に、平成 年度中部

地域協議会第 回専務理事会議が、愛知県大

府市内で開催され、次の議題について協議や

情報交換が行われました。会議に先立ち、オ

オブユニティ リサイクルプラント横根工場

を視察しました。

─ ─

協 会 だ よ り



平成 年度安全優良職長厚生労働大臣

顕彰候補者について

全産連建設廃棄物部会運営委員の推薦

について

第 回「産業廃棄物と環境を考える全

国大会」の参加者状況について

「廃棄物処理法の改正」に向けた各県協

会の意見調整状況について

平成 年度の電子マニフェスト講習に

ついて

循環型社会形成推進基本計画に係る点

検ワーキングについて

その他

産業廃棄物処理関係講習会の開催
（公財）日本産業廃棄物処理振興センターが

主催し、当協会が協力する方法で開催し

ている講習会の開催結果は、次のとおり

でした。

【新規にかかる産業廃棄物収集運搬課程の講

習会】

日時・場所 月 日 日

ふれあい福寿会館

受講者 名

【更新にかかる産業廃棄物又は特別管理産業

廃棄物収集運搬課程の講習会】

日時・場所 月 日

ふれあい福寿会館

受講者 名

─ ─

協 会 だ よ り

優良産業廃棄物処理業者認定（確認）会員の紹介
（平成 年 月から平成 年 月までに届け出のあった分）

会 員 名 住 所 電 話 認定・確認年月日 許可区分

エコテック
代表取締役

川 健 司
海津市平田町土倉江東 （ ）

平成 年 月 日
岐阜県
産 廃 処 分

（認定・確認年月日順）

会員数の状況

正 会 員

賛 助 会 員

特 別 会 員

合 計

（平成 年 月 日現在）



─ ─

お 知 ら せ

産業廃棄物処理業の許可の
有効期限にご注意ください

産業廃棄物処理業の許可の有効期限は 年です。

許可は更新手続きをしないと失効します。

このようなことにならないよう、許可証の有効期限がいつになっているのか、常に

注意しておきましょう。

当協会では、岐阜県・岐阜市の許可については、会員企業へ許可満了日到来の 年前に許

可期限が到来する旨のお知らせを行って講習会の受講を促し、さらに許可期限の満了 ヶ月

前に更新の手続きをお知らせしておりますが、他県の許可を取得している方は、特に細心の

注意が必要となります。

更新許可申請には、産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会

の修了証の写しを添付する必要があります。

許可申請に添付する修了証の有効期限は、原則として講習会修了日から起算して、新規講

習会修了証は 年間、更新講習会修了証は 年間とされています。

（都道府県・政令市によっては、その取扱いが異なる場合がありますので、あらかじめ確

認してください。）

許可満了日到来 ヶ月前に更新許可の申請をするためには、講習会の受講を ヶ月前位ま

でに済ませておくことをお勧めします。許可期限間近になっての講習会受講は、遠隔地で受

講しなくてはならない場合があり、時間的にも経費的にも負担が大きくなりますので、ご注

意ください。

なお、岐阜県における講習会開催日程等の詳細は、当協会まで電話にてお問い合わせください。

一般社団法人 岐阜県産業環境保全協会



─ ─

お 知 ら せ

協会組織の拡充・活性化強化を図るために

当協会は、産業廃棄物の適正な処理、積極的な再生利用等を推進することにより、生活環境の

保全、産業の健全な発展及び資源の効率的活用を図り、もって県民の福祉の向上に寄与すること

を目的としています。

産業廃棄物処理業界が健全な発展をしていくためには、より多くの方々の結束が必要であり、

組織を更に強固なものとしていくことが、肝要であります。

協会会員の増強につきましては、従来から努力しているところでありますが、未だ十分とは言

えないのが現状であります。このため、できるだけ多数の方々に入会いただき、協会組織の強化・

活性化を図ることが必要であります。

会員各位におかれましては、未加入の処理業者へは正会員に、また、排出事業者には賛助会員

として、ご入会をお勧めいただきますよう、お願いいたします。

入 会 金 正 会 員 ， 円

会 費 正 会 員 月 額 ， 円

賛助会員 年 額 ， 円

入会方法 入会には申込書を提出していただきますので、協会事務局へ電話などで

ご連絡ください。入会申込書をお送りします。また、受付後、参考資料な

どをお送りするとともに、入会金及び会費等についてお知らせします。

一般社団法人 岐阜県産業環境保全協会

岐阜市薮田南

岐阜県水産会館

協協会会へへのの入入会会ののおおすすすすめめ協会への入会のおすすめ



─ ─

お 知 ら せ

会費の納入は便利な口座振替で

会費の納入に便利な口座振替を利用しませんか。

振込手数料がいりません。

銀行などへお出かけになる手間が省けます。

支払日を気にしなくてすみ、安心です。

現在、会員の皆様に約 件のご利用をいただいております。

ご利用にあたって

．最初に一度手続きされれば、金融機関の口座から自動支払いができます。

．次の金融機関をご利用できます。その他の金融機関を利用される場合は、事務局へご確

認ください。

銀 行（十六・大垣共立）

信 用 金 庫（岐阜・大垣・西濃・関・東濃・八幡・高山）

信 用 組 合（岐阜商工・飛騨・益田・イオ・岐阜県医師）

農業協同組合（岐阜県内のすべての農業協同組合）

労 働 金 庫（東海労働金庫）

ゆうちょ銀行（全国のゆうちょ銀行）

．ご連絡いただければ、預金口座振替依頼書をお送りしますので、ご記入の上ご返送くだ

さい。事務局の方で手続きします。

．お取引金融機関の口座からの振替日は下記のとおりです。ただし、振替日が金融機関休

業日の場合は、その翌営業日となります。

【お申込み・お問い合わせ先】

一般社団法人 岐阜県産業環境保全協会

（ ）

ご利用にあたって

正会員

期 第 ・四半期 第 ・四半期 第 ・四半期 第 ・四半期

月 日 月 日 月 日 月 日 月 日

金 額 円 円 円 円

賛助会員 月 日 円



─ ─

お 知 ら せ

協会報への広告掲載募集

当協会では、協会報「ぎふ環境保全」（年 回発行）及び「協会要覧」（年 回発行）をしており、こ

れに掲載する広告を募集しています。広告は協会報を通じて直接、読者の目に止まるほか、平成

年度からは協会のホームページからアクセスして最新号及びバックナンバーでも閲覧できるよ

うになり、こちらでも広告の効果が高まっています。

是非、貴社の営業広告やイメージアップ広告としてご活用ください。なお、掲載料金は下記の

ようになっています。掲載の申込みは協会事務局にご相談ください。

注 ページの掲載の場合は上記料金の半額です。（広告原稿の版下は広告主負担）
回の連載で申込みの場合は、 ％の割引となります。
表紙及び裏表紙の裏面、並びに裏表紙への掲載の申込みは、現在は受け付けていません。

協会報への広告掲載募集

掲 載 面 印刷形態 料 金 （ ）は会員外の掲載

表紙の裏面及び裏表紙の裏面
カ ラ ー 円 （ 円）

モ ノ ク ロ 円 （ 円）

裏 表 紙 カラーのみ 円 （ 円）

本 文 中
カ ラ ー 円 （ 円）

モ ノ ク ロ 円 （ 円）



─ ─

お 知 ら せ

電子マニフェストシステム（愛称 ）の加入申込み
事業者のマニフェスト事務の効率化のために

申込み方法
（公財）日本産業廃棄物処理振興センター ホームページの 申込フォームから申込みく
ださい。

利用料金
排出事業者

収集運搬業者
処 分 業 者

問い合せ先
（公財）日本産業廃棄物処理振興センター
ホームページアドレス
サポートセンター 電話 （フリーアクセス、通話料無料）

電話等フリーアクセスがご利用できない場合は、 までおかけください。

利用区分 収集運搬業者
処 分 業 者

処分報告機能のみ 処分報告機能 次登録機能
料金 料金

基本料（ 年 間） 円 円 円 円

使用料（登録情報 件につき） 円 （ 件まで無料）
件から 円

利用区分の目安と
なる年間登録件数 件以上 件以下

処分終了報告、最終処分終了報告を行う機能のみの料金です。
上記 の機能と併せて、中間処理語の残さを電子マニフェスト登録（ 次マニフェスト登録）する機能の料

金です。

収集運搬業者の加入単位 任意（業者単位で加入、 業者の複数加入も可能）
処分業者の加入単位 処分事業場単位（同一敷地内に中間処理施設及び最終処分施設がある場合、 事業場

とすることも可能）

利用区分 料 金 料 金 少量排出事業者団体
加入料金（ 料金）

基本料（ 年 間） 円 円 不 要

使用料（登録情報 件につき） 円 （ 件まで無料）
件から 円 円

利用区分の目安と
なる年間登録件数 件以上 件以下 ──

排出事業者の加入単位 任意（排出事業場単位または排出事業場を管轄する本社、支店、営業所単位など）

岐阜県内の加入状況 平成 年 月 日現在

加 入 区 分 加 入 者 数
排 出 事 業 者
収 集 運 搬 業 者
処 分 業 者
合 計



─ ─

お 知 ら せ

産業廃棄物管理票（マニフェスト）等の購入について

【産業廃棄物管理票（マニフェスト）の購入方法】

協会事務局で直接購入する場合

窓口にて購入申込書に必要事項を記入していただき、現金と引き換えで購入してください。

発送を希望する場合

次ページの「産業廃棄物管理票（マニフェスト）購入申込書」に必要事項をご記入の上、

で送信をしてください。

申込書の記載内容を確認後、翌営業日（土日祝日を除く）に発送します。ただし、協会の行事、

諸事情によりご希望に添えない場合がありますので、ご了承ください。

産業廃棄物管理票代金及び送料は発送の際に同封する「払込取扱票」により、到着日を含め

日以内にゆうちょ銀行（郵便局）へお振込みください。なお、振込手数料は無料です。

送料について

会員は無料、非会員は購入者の負担となります。

平成 年 月発送分より、非会員の発送について着払いから元払いに変更し、産業廃棄物管

理票代金と共に送料をお振り込みいただきます。

また、料金ついても平成 年 月発送分より改定されました。

詳細につきましては、事務局までお問い合わせください。

【産業廃棄物管理票（マニフェスト）の書き方等の小冊子の購入方法】

産業廃棄物管理票（（公社）全国産業廃棄物連合会発行）、建設系廃棄物マニフェスト（建設六

団体副産物対策協議会発行）の書き方等の小冊子を希望される方は、次ページ「産業廃棄物管理

票（マニフェスト）申込書」の冊子欄に数量をご記入ください。マニフェストと同送いたします

ので、マニフェスト代金と併せてお支払いください。



─ ─

産業廃棄物管理票（マニフェスト）購入申込書

次のとおり購入しますので申し込みます。
（単票 箱 セット入、連続票 ケース セット入）

建設系廃棄物マニフェストは、（一社）岐阜県建設業協会においても購入できます。

次のとおり産業廃棄物管理票書き方の小冊子を申し込みます。

平成 年 月 日

住 所

会 社 名

代表者氏名又は

取扱責任者氏名

電 話 番 号

番号

（注） 印の欄は、記入しないでください。

．

管理票（マニフェスト）の区分 種 類 単価（円） 数 量

産業廃棄物管理票【直行用】 枚綴り

公益社団法人全国産業廃棄物連合会発行

単 票 箱

連 続 票 ケース

産業廃棄物管理票【積替用】 枚綴り

公益社団法人全国産業廃棄物連合会発行

単 票 箱

連 続 票 ケース

建設系廃棄物マニフェスト 枚綴り

建設六団体副産物対策協議会発行

単 票 箱

連 続 票 ケース

事務局記入欄

支払

方法

発送 払込

窓口 現金

整 理

産業廃棄物管理票（公益社団法人全国産業廃棄物連合会発行）
【直行用・積替用】の「マニフェストシステムがよくわかる本」

版 ページ
冊 円（実費） 冊

建設系廃棄物マニフェスト（建設六団体副産物対策協議
会発行）の「建設系廃棄物マニフェストのしくみ」

版 ページ
冊 円（実費） 冊

（一社）岐阜県産業環境保全協会 御中



お知らせ

保全協 について
平成 年 月 日（第 号）で会員の皆様にお知らせした内容は次の項目です。

（ 号）

平成 年度最低賃金の改定について

「電子マニフェスト導入実務研修会」の開催について

事務局からのお願い

会員各位

社名・代表者職氏名・所在地・電話番号・ 番号に変更が生じた場合は、事務局へ

にてご連絡ください。

ホームページを開設された場合は、ホームページのアドレスを事務局へ にてご連絡く

ださい。

電子マニフェストに加入された場合は、電子マニフェスト加入証の写しを、事務局へ送付く

ださい。

正会員（処理業者）各位

岐阜県・岐阜市許可区分及び岐阜県・岐阜市許可品目の追加、削除等が生じた場合は、該当

する許可証の写しを、事務局へ送付ください。

許可を更新された場合は、該当する許可証の写しを事務局へ送付ください。お手数ですが、

許可の年月日から 日以内にお願いします。

優良認定、優良確認を受けられた場合は、該当する許可証の写しを事務局へ送付ください。

お手数ですが、許可の年月日から 日以内にお願いします。

─ ─

お 知 ら せ
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協会のシンボルマーク

編編 集集 後後 記記編 集 後 記

平成 年 月 日発行 第 号
編集
発行 一般社団法人岐阜県産業環境保全協会

理事長 粥 川 長 司
岐阜市薮田南 丁目 番 号 岐阜県水産会館 階

＠
印 刷 共 和 印 刷 株 式 会 社

新年明けましてお目出とうございます。読者諸兄におかれましては、ご家族ともども良き年を
迎えられたこととお慶び申し上げます。
年頭にあたり型通りのごあいさつで恐縮ですが、もともと新年、特に元日には来し方の年を反
省し、新しい年には未来を明るく描き、目標を立て、決意を強くしたものであります。『一年の
計は元旦にあり』と誰もが考え、個人でも、会社でも、元日だけは日常的な活動は慎んだもので
ありました。
しかし、この頃は商店など元日から店を開き、個人は元日から出歩くのが普通となりました。
会社や官庁など何日かは正月休みとなっていますが、元日が新年の計を立てる日とはなっていま
せん。問題は、その是非を問うのでなく、反省と計画を立てるという機会を失っているのではな
いかと危惧されることであります。
昨年は、パリでの無差別殺人などのテロ問題、国内では沖縄の基地移転、日米安全保障問題、
原子力発電所の再稼働など国論を二分するような問題がマスコミに溢れました。特に懸念される
のは少子高齢化であります。これは、国家経営の担い手である若者が少なく、医療・介護の負担
が増大する高齢者が多くなるという現象で国家経済の大きな負担となっています。
これらの対策を為政者である政治家や官僚が真剣に考え対策を推進することは当然であるが、
国民一人ひとりもこの機会に考えてみる必要はないか、これが元日を長々と述べた所以でありま
す。
筆者は、今年晴れて傘寿を迎えます。今、もっとも関心を持ち努力していることは、自分の健
康であります。病や死を恐れてのことではありません。高齢者には医療、介護に経済的負担がか
かると言われるのが悔しいからであります。自分の健康だけでなく、他人様も健康に暮らせるよ
うになって、はじめてみんなが幸せに生活を楽しむことができるのではないでしょうか。
『健康はお金で買えません。自分で作るものです』
これが新年のささやかな贈り物としてお受取り頂けたら、誠に幸甚に存じます。

［言葉の宝石］
老いゆく身でありながら老いないということ（増支部経典）

（その意味）
この言葉は、仏陀がこの世において誰もが成し遂げられないことが五つあり、その一つを述べ
た言葉であります。「老いない」ということは誰もできない、という意味です。
因みに他の四つは、病、死、滅、尽です。 記 大野 安一

保全協会報「ぎふ環境保全」編集委員

委 員 長 石 原 幸 喜

副委員長 濱 岡 直 彦

各 務 剛 児 川 合 秋 男 川 合 雅 和 野々村 清

編集顧問

大 野 安 一










